
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の概要

我が国の金融・資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性・透明性及び投資者保護
を確保するため、「暗号資産」、「サステナビリティ情報の開示・保証」、「スタートアップへの資金供給」、「不公正
取引規制」等に関する制度を整備

等

２．企業のサステナビリティ情報の開示・保証

投資家にとって重要な情報である、気候変動等に係る企業の
 サステナビリティ情報について、比較可能性を向上させつつ、
 開示の充実を図り、信頼性を確保する

  一定のプライム市場上場企業に対し、サステナビリティ
開示基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務付け

  保証の提供業者に対し、登録制・業規制を導入
有価証券報告書

サステナビリティ情報
・ ガバナンス
・ 戦略
・ リスク管理
・ 指標及び目標（例：
温室効果ガス排出量）
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  インサイダー取引規制の対象者の範囲拡大

  課徴金制度の見直し

  調査権限等の拡充

近年、有価証券に関する不公正取引等において、違反行為と
して捕捉できない事例や、課徴金による違反行為の抑止が不
十分な事例、調査協力が得られない事例等が発生

４．有価証券に関する不公正取引規制等の見直し３．スタートアップ企業への資金供給の促進

投資家保護に留意しつつ、開示規制緩和やプロ投資家の裾野拡
大を図ることにより、スタートアップ企業への投資を更に促進する

  有価証券届出書の提出免除基準の引上げ

※ ５億円未満の資金調達について提出を免除（現行：１億円未満）

  プロ投資家向けの資金調達に係る勧誘対象範囲の拡大

※ プロ投資家になるための移行手続を行っていないものの、プロ
投資家の要件を満たし、高い情報分析能力等を有する者に対し、
簡易な情報提供でのプロ向けの勧誘制度の利用を可能とする
（ただし、仲介する証券会社には適合性原則等の行為規制が適用）

国内外の投資家において暗号資産が投資対象と位置付けられて
いる状況を踏まえ、イノベーション促進の観点にも留意しつつ、
利用者保護の充実を図る

１．暗号資産に係る規制の見直し

  暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管
※ 有価証券とは別の金融商品と位置付け、その性質を踏まえた規制を適用
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※このほか、今般新設する規定と同じ文章構造を持つ金融商品取引法第75条及び第79条の4について、一般的な表記方法に則した表現に適正化
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